
訪問介護における散歩の取扱いについて 

 

 訪問介護において、散歩が介護報酬の算定対象となる場合の要件や具体例について問い

合わせが多く寄せられていることから、要件等を整理するとともに取扱いを以下のとおり

とします。 

 

１ サービスの区分 

訪問介護の介護報酬算定の対象となるサービス行為ごとの区分及び個々のサービス行

為の一連の流れを例示した「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分について」（平成

12年３月17日老計第10号）では、「散歩」は位置付けられていません。 

したがって、単に散歩を訪問介護のサービスとして位置付け、報酬算定を行うことは

できません。 

散歩が報酬算定の対象となるのは、適切なケアマネジメントの結果、老計第10号にお

いて、1-6で定められた「自立生活支援のための見守り的援助（自立支援、ＡＤＬ向上の

観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等）」として、利用者の自立

した生活の支援や状態の改善につながるものであると位置付けられる場合に限ります。 

  

２ 位置付け 

散歩を訪問介護で位置付ける理由として想定される次のような例については、それぞ

れ、まず本来必要と考えられるサービス利用の検討を行ってください。 

例１ 
利用者が閉じこもりがちである 

→通所介護の利用を検討 

例２ 
運動不足、運動器機能向上、筋力低下防止等を理由としたリハビリ 

→訪問リハビリ、通所介護、通所リハビリの利用を検討 

例３ 
退院・退所後等のリハビリ 

→訪問リハビリ、通所リハビリの利用を検討 

訪問介護は、原則居宅で行われるものです。 

したがって、上記１に記した区分で、居宅外において訪問介護のサービス提供を行う

ためには、その必要性を位置付ける必要があります。 

なお、例１の「利用者が閉じこもりがち」については、通所介護、短期入所介護、訪

問介護における買い物等の外出介助など、外出を伴う介護サービスを利用している利用

者は、一般的には閉じこもりがちの利用者とは言えません。 

また、次のような場合については、訪問介護の対象とはなりません。 

例４ 
単に散歩が日課であった利用者の要望に応じるため 

→個人の嗜好によるものであるため対象外 

例５ 
単に外を歩きたい、気分転換したいという利用者の要望に応じるため 

→日常生活上必要な援助にあたらず、対象外 

例４や例５のみを目的とするサービスは算定の対象外です。単に要望があるからでは

なく、当該サービスが必要かどうかかで判断する必要があります。 
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３ 想定される利用者  

上記１及び２のことから、アセスメントの結果、散歩を訪問介護に位置付けられる利

用者は、原則次の状態にあることとします。 

・散歩の位置付けが利用者の自立支援、ＡＤＬ向上の観点であり、散歩を行うことが

利用者のその時点の状態の改善につながるものであること 

・閉じこもりがちの状態の改善又は閉じこもりを予防するため、散歩が効果的である

こと 

・他のサービス（訪問介護の外出介助を含む）と比較検討して必要と考えられること 

・実施に当たっては訪問介護員による安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見

守りが必要であること 

 

４ 適切なケアマネジメントの実施 

 ケアマネジャーは、利用者の状況から散歩を訪問介護のサービス提供として行うこと

が必要と判断し、居宅サービス計画への位置付けを行う場合は、以下により適切なケア

マネジメントを行ってください。 

(1) 居宅サービス計画への記載 

  当該利用者の居宅サービス計画に次のことを必ず記載すること。 

①適切なアセスメントに基づく利用者の状況から訪問介護におけるサービス

提供として散歩を位置付けることが必要な理由 

②他の介護サービス等と比較検討して必要と判断される理由 

③具体的なサービス内容と所要時間 

(2) 総合的な判断 

   サービス担当者会議を開催し、利用者の心身への負担、安全面への十分な配慮等に

ついて本人や家族の意向及び各サービス担当者や医師等の意見を踏まえ、必要性や効

果などを総合的に判断すること。 

(3) 適切な所要時間の設定 

   利用者の状況等から適切な所要時間を検討しあらかじめ設定しておくこと。 

なお、報酬算定の対象となる場合は、身体介護による算定となるため、20分以上の

所要時間が必要だが、必要以上の長時間にならないよう留意すること。 

(4) 実施状況の確認と検証 

散歩のサービス提供導入後には、当該サービスの実施状況を確認し、継続の必要性

や効果を検証するとともに、他のサービス利用への移行についても検討すること。 

 

５ 留意事項 

(1) ケアマネジャーは、利用者のアセスメントの記録、サービス担当者会議の記録、モ

ニタリングの記録等に、散歩を訪問介護におけるサービス提供として居宅サービス計

画に位置付けるに至った経緯や当該サービス内容が必要と判断したことが分かる必要

な記録を必ず保存すること。 

 



(2) 利用者の状態が改善した場合など、散歩が必要とされる状態が解消された場合には、

当該利用者について、散歩を訪問介護のサービス提供に位置付けることは不要となる

ことから、同じ利用者であったとしても利用者の状態によって、報酬算定対象外とな

ることがあること。 

(3) 自立支援、ＡＤＬ向上の観点とケアプランに位置付ければ「散歩」以外のその他の

同行（例：趣味で通っている絵画教室への同行）等も訪問介護員が行えるという意味

ではないこと。 

(4) 適切なケアマネジメントが実施されていない場合は、保険者から報酬の返還を求め

られることがあること。 

 

 

（参考）想定される具体例 

具体例１ 

利用者が閉じこもりがちであり、本来通所介護の利用による機能訓練が効

果的であるが、いきなりの通所介護の利用が難しく、他のサービスの利用

も検討したもののやはり利用が難しい場合、通所介護の利用を目標としつ

つ、外へ出る第一歩として散歩が効果的であると認められるとき 

具体例２ 

利用者が通所介護事業所になじめず、利用を拒否し、閉じこもりがちであ

る場合、他のサービスの利用を検討したものの利用が難しく、日常生活を

営むのに必要な機能向上のためには、散歩が効果的であり、必要と認めら

れるとき 

※なお、以下の具体例３は、「他のサービスを利用している利用者」について、散歩

を訪問介護におけるサービス提供として位置付けることが可能な例として示した

ものです。 

具体例３ 

通所介護又は通所リハビリテーションを既に利用している利用者につい

て、利用日以外でも運動器機能向上の観点から、居宅外での歩行（散歩）

が必要と認められるとき 

医師、理学療法士、作業療法士のいずれかにより体を動かすよう指示があり、

サービス担当者会議において当該事業所担当者から居宅においても運動を行

うよう意見があったとき（通所介護・通所リハビリテーション計画の一環とし

て行われるものであって、連携していることが必要）。 
 

  


